別記様式第１号(第４条関係)
上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金申請書兼請求書

令和　　年　　月　　日　
上三川町長　宛て
		申請者 住　　　 所　　上三川町　　　　　　 
氏名又は名称 　
(代表者及	
び担当者名）
電 話 番 号　

標記交付金の交付を受けたいので、上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金交付要綱（農業経営支援分）第４条第1項の規定により、下記のとおり申請及び請求します。
なお、申請にあたっては、対象者の要件に適するか確認するために、私（私が代表を務める　　　　　　　　　　　　　　）に関する上三川町が保有する税務情報及び上三川町農業再生協議会が保有する耕作者情報を農政課が確認することに同意します。
記
１　交付金額　　　　　　　　　　　　　円 
２　交付要件　　　裏面「４　交付区分」の表に〇を付けて、該当する番号を記入してください。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
３　振込先の指定　　　下記のどちらかに〇を付けてください。
（　　）「経営所得安定対策等交付金」の振込口座
（　　）その他の口座（下記に指定の口座を記入し、通帳の写しを添付してください。）
	振込先金融機関
	銀行　　　　　　　　　　　支店
農協　　　　　　　　　　　支所

	預金口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	預金種目
	普通 ・ 当座

	（フリガナ）
	

	口座名義
	






４　交付区分　　　交付区分、交付単価は以下の表の通りとなります。
	区分
	交付要件
	交付単価

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]１
	農業収入５０万円以上又は
　　　　　　　水田耕作面積１ｈａ以上
	　

	（　　）①
	農業収入５０万円以上
	３０，０００円

	（　　）②
	水田耕作面積１ｈａ以上
	３０，０００円

	（　　）③
	水田耕作面積３ｈａ以上
	５０，０００円

	２
	農業収入５０万以上かつ
　　　認定農業者（認定新規就農者）
	　

	（　　）④
	認定農業者
	５０，０００円

	（　　）⑤
	施設園芸・花き・果樹
	１００，０００円

	３
	農業収入５０万以上かつ
　　　水田耕作面積１０ｈａ以上
	　

	（　　）⑥
	水田耕作面積１０ｈａ以上～２０ｈａ未満
	１００，０００円

	（　　）⑦
	水田耕作面積２０ｈａ以上～３０ｈａ未満
	１５０，０００円

	（　　）⑧
	水田耕作面積３０ｈａ以上～４０ｈａ未満
	２００，０００円

	（　　）⑨
	水田耕作面積４０ｈａ以上～５０ｈａ未満
	２５０，０００円

	（　　）⑩
	水田耕作面積５０ｈａ以上
	３００，０００円

	４
	農業収入５０万以上かつ
　　　認定農業者（畜産）
	　

	（　　）⑪
	牛飼育頭数49頭以下（子牛を除く。）
豚飼育頭数499頭以下（子豚を除く。）
	１００，０００円

	（　　）⑫
	牛飼育頭数50頭以上（子牛を除く。）
豚飼育頭数500頭以上（子豚を除く。）
	２００，０００円

	（　　）⑬
	牛飼育頭数100頭以上（子牛を除く。）
豚飼育頭数1,000頭以上（子豚を除く。）
	３００，０００円



